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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年５月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年７月９日（月） ０１時５７分ごろ 

発生場所 静岡県焼津市大井川港東方沖  

 大井川港南防波堤灯台から真方位３４５°２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４６.８′ 東経１３９°１８.３′） 

事故調査の経過  平成２４年７月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 富士
ふ じ

丸、２.６４トン 

 ＳＯ３－１９１２４（漁船登録番号）、個人所有 

 ７.８０ｍ（Lr）×２.２７ｍ×０.６７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１５４.４６kＷ、昭和５７年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５５年９月５日 

  免許証交付日 平成２１年６月１７日 

         （平成２６年７月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、船首約０.４

ｍ、船尾約１.２ｍの喫水により、船長が、手動操舵を行い、速力を

約８ノットとして大井川港港口に向けて航行した。 

 船長は、大井川港南防波堤の北側に設置された大井川港第３号灯浮

標及び同第４号灯浮標の中間を通過後、北東方に変針したとき、船首

方約２５０ｍに設置された消波ブロック（長さ約６０ｍ、幅約２０

ｍ、以下「本件消波ブロック」という。）を目視で確認できなかった

が、魚群探知機及びＧＰＳプロッターの表示を交互に見ながら前回の

航跡近くを北東進中、平成２４年７月９日０１時５７分ごろ本船が本

件消波ブロックに乗り揚げた。 

 船長は、船体に衝撃を感じて乗り揚げたことを知り、また、機関室

への浸水を認めて僚船に救助を要請し、来援した僚船に釣り客を移乗

させ、本船は僚船にえい
．．

航されて大井川港に帰港した。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 １、視界 やや不良 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

月出時刻：７月８日２１時４７分（静岡） 

月齢：１８.０（静岡） 

 その他の事項 

 

 船長は、大井川港沖に本件消波ブロックが設置されていることを知

っており、また、数日前の昼間に大井川港に入港した際、本件消波ブ

ロックから約３０ｍ離して航行した航跡がＧＰＳプロッターに残され

ていたが、本件消波ブロック自体はＧＰＳプロッターに表示されてい

なかった。 

 船長は、夜間の大井川港の出入港には慣れていたので、変針場所及

び針路を定めず、また、大井川港の出入港において、昼夜共に本件消

波ブロックを目視により避航していた。 

 本船には、レーダーはなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、大井川港港口東方沖を北東進中、船長が、夜間においても

目視により確認し、避航していた本件消波ブロックが目視で確認でき

なかったものの、本件消波ブロックから約３０ｍ離して航行した前回

の航跡近くをＧＰＳプロッターの表示を見ながら航行したことから、

本件消波ブロックに向かう進路となっており、本件消波ブロックに乗

り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、大井川港港口東方沖を北東進中、船長

が、夜間においても目視により確認し、避航していた本件消波ブロッ

クが目視で確認できなかったものの、本件消波ブロックから約３０ｍ

離して航行した前回の航跡近くをＧＰＳプロッターの表示を見ながら

航行したため、本件消波ブロックに向かう進路となっており、本件消

波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・夜間に出入港する場合は、標識（灯台、灯浮標）を活用し、容易

に船位が確認できる針路を選定すること。 

 ・灯火や照明が設置されていない消波ブロック等については、ＧＰ

Ｓプロッターに表示させておくこと。 

 




